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【情報公開制度の利用状況】

「開かれた県政」の推進を目指して、昭和６２年１０月１日に秋田県公文書公

開条例（平成１０年１０月９日条例第３８号により秋田県情報公開条例に改正）

が施行されましたが、制度発足からの利用状況は次のとおりです。

１ 請求・公開等の状況

制度発足時からこれまでに公開請求に基づいて公開等をした文書件数は643,400

件で、このうち公開が359,987件、部分公開が278,113件、非公開としたものが

5,300件で、公開率は99.2％となっています。

平成２５年度の文書件数は10,034件と、前年比で16.2％減少しています。

（注）

１ 請求件数について

平成１５年度までは、各年度内に公開等を決定した請求の件数（当該年度に公開請求がなされ、公

開等の決定が翌年度に行われたものは、翌年度の請求件数としている。）ですが、平成１６年度か

らは、当該年度に請求のあった件数としています。

公開件数＋部分公開件数
２ 公開率 ＝ × １００

決定件数（公開件数＋部分公開件数＋非公開件数）

３ 「文書不存在」及び「存否応答拒否」は、「非公開」に分類しています。

（単位：件）

H18まで H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 計

7,486 782 952 1,105 1,421 1,799 2,126 1,777 17,448

取り下げ件数 371 35 67 29 55 86 78 66 787

313 19 46 65 45 43 42 32 605

請求却下 19 1 　－ 1 － － － 3 21

568,968 14,610 9,097 9,602 8,393 10,728 11,968 10,034 643,400

 公開 304,724 7,820 7,072 7,418 7,333 8,418 9,207 7,995 359,987

 部分公開 261,448 6,504 1,267 1,723 774 2,065 2,499 1,833 278,113

 非公開 2,796 286 758 461 286 245 262 206 5,300

文　書　件　数

請　求　件　数

年     度

14,356727 839 1,010 1,321 1,676

請求対象の文
書全てが不存
在の件数

公開等実施
件数

1,670 2,0066,783
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２ 実施機関別公開等の状況

これまでの公開等の状況を見ると、知事が560,065件で、全体の87％を占めてい

ます。

知事以外では、教育委員会が56,354件（全体の8.8％）となっており、知事と教

育委員会で96％とその大部分を占めています。

（注) １ 件数は公開、部分公開及び非公開の合計です。

２ 公営企業管理者は平成１８年３月末で廃止されました。

（単位：件）

年     度 Ｈ18まで H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 計

495,611 12,741 6,833 8,646 7,714 8,955 10,854 8,712 560,066

1,172 4 2 4 253 1,103 13 124 2,675

53,701 259 1,013 290 164 178 285 464 56,354

312 1,562 1,004 411 140 213 13 138 3,793

1,736 0 3 0 2 0 0 0 1,741

8,398 0 0 0 2 46 6 0 8,452

2 0 1 0 0 2 0 0 5

1,009 44 241 251 118 226 796 596 3,281

2,370 0 0 0 0 0 0 0 2,370

1 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 1

5 0 0 0 0 0 0 0 5

4,641 - - - - - - - 4,641

9 0 0 0 0 5 1 0 15

568,968 14,610 9,097 9,602 8,393 10,728 11,968 10,034 643,400

労 働 委 員 会

知 事

議 会

教 育 委 員 会

選 挙 管 理 委 員 会

人 事 委 員 会

監 査 委 員

公 安 委 員 会

警 察 本 部 長

収 用 委 員 会

海 区 漁 業 調 整 委 員 会

内 水 面 漁 場 管 理 委 員 会

公 営 企 業 管 理 者

地方独立行政法人

合　　　計
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３ 非公開の理由別件数

情報公開制度は公開が原則ですが、実施機関が無制限にすべての行政文書を公

開した場合には、それにより個人又は法人等の権利や利益、あるいは公益を害す

ることも予想されることから、原則公開の例外として実施機関が非公開とする根

拠を定めるとともに、その判断基準として、非公開とすることができる行政文書

の範囲を定めています（情報公開条例第６条）。この規定に基づき、非公開（部

分公開を含む。）とした理由及び件数は次のとおりです。

（備考）表側の項目は、情報公開条例第６条第１項の各号に規定している非公開情報ですが、これは条例の

施行時に規定していたものであり、条例の改正により次のとおり変更されています。

１ 「国等との協力関係情報」は、平成１４年４月１日より削除

２ 「行政運営情報」は、平成１４年４月１日より「審議・検討情報」、「事務・事業情報」、

「信頼関係情報」に分割

３ 「個人の生命、身体等の保護、犯罪の予防等に係る情報」は、平成１４年４月１日より「公共

安全情報」、「人の生命、身体等に係る情報」に分割

なお、分割された項目については、各年度ごとの推移を把握するために、条例改正前の項目に

より件数を掲載しています。

(単位：件）
H20まで H21 H22 H23 H24 H25 合計

157,690 1,399 615 1,620 1,872 808 164,004

150,807 477 307 751 733 538 153,613

352 352

104,463 325 38 317 358 274 105,775

660 32 5 56 398 361 1,512

57 4 9 58 128

727 306 269 172 139 124 1,737

24 2 1 3 2 32

1 1

414,781 2,545 1,235 2,925 3,561 2,107 427,154

非 公 開 理 由
個人に関する情報

法人等に関する情報

国等との協力関係情報

行政運営情報
個人の生命、身体等の保護、犯罪
の予防等に係る情報

法令秘情報

不存在

存否拒否

議会要綱

合　　　計
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４ 不服申立ての状況

（１）これまでの不服申立ての状況

行政文書の部分公開、非公開の決定について、行政不服審査法（昭和３７年

法律第１６０号）の規定に基づき、実施機関に対してこれまで不服申立てがな

されたものは１１５案件で、その処理状況は次のとおりです。

（注） １ 案件数、処理状況は不服申立てがなされた年度を基準として集計しています。不服申立てに係

る答申は翌年度以降になされる場合もあります。

２ １件の不服申立てに対して処理状況が複数となる案件があるため、不服申立て案件数と処理状

況の合計件数は一致しない場合があります。

（２）不服申立ての処理状況

秋田県情報公開審査会 不服申立てに対

諮 問 不服申 件 名 担 当 の審査状況 する決定等の内

立て年 容

番 号 月日 課 所 諮 問 答 申 答 申

年月日 年月日 内 容 決 定 決定内容

年月日

店舗型性風俗特殊営業台帳 24. 25. 部分公開決 25.

１０３ 24.8.20 索引の部分公開決定処分に 警察本部長 9.6 4.15 定は妥当 4.24 棄却

対する審査請求に関する件

「調査結

特別養護老人ホームにおけ 果」中第４

（単位：件）

取り下げ 棄却 認容 一部認容 審議中

15年度まで 77 6 43 4 24
16 年 度 1 1
17 年 度 4 1 2 1 2
18 年 度 3 2 1
19 年 度 4 2 1 1
20 年 度 2 2 1
21 年 度 2 1 1
22 年 度 3 2 1
23 年 度 1 1
24 年 度 10 7 1 3
25 年 度 8 1 1 6

計 115 8 62 7 36 6

不服申立て
案 件 数

処　　理　　状　　況
備　考
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１０４ 24.9.18 る聞き取り調査の復命書の 医務薬事課 24. 25. 項目につい 25. 一部認

部分公開決定に対する異議 10.15 8.23 ては個人の 10.2 容

申立てに関する件 姓を除き公

開すべき

文書等分類基準表の「警務

課関係一般（１年・３年・

１０年保存）」それぞれに

含まれる文書名及び保存文 24. 25. 不存在によ 25.

１０５ 24.11.20 書廃棄書が「警務課関係一 警察本部長 12.11 9.26 る非公開決 10.2 棄却

般（１年保存）」に含まれ 定は妥当

るとする根拠の分かる文書

の不存在による非公開決定

に対する審査請求に関する

件

医－２０８１とそれに関す 資料４の一

１０６ 24.12.14 る資料１～６の部分公開決 医務薬事課 25. 25. 部は公開す 25. 一部認

定に対する異議申立てに関 1.17 11.12 べき 11.28 容

する件

特定の店舗に係る店舗型性

風俗特殊営業台帳の廃棄に

関する起案文書（警察本部 25. 25. 不存在によ 25.

１０７ 25.2.4 長承認）及び処理経過を明 警察本部長 2.15 11.25 る非公開決 12.26 棄却

らかにした文書の不存在に 定は妥当

よる非公開決定に対する審

査請求に関する件

資料４の一

部は公開す

べきであ

り、別添中

第４項目が

医務薬事課から保健所に対 記載されて

１０８ 25.2.25 する協力依頼に関する書類 仙北地域振 25. 25. いる文書及 25. 一部認

の部分公開決定に対する異 興局 3.19 12.13 び資料２の 12.26 容

議申立てに関する件 白抜きにさ

れた部分は

改めて公開

するかどう

かの決定を

すべき

特別養護老人ホーム医務関
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係事実確認聞き取り調査の 仙北地域振 25. 25. 部分公開決 25.

１０９ 25.2.25 復命書の部分公開決定に対 興局 3.19 12.13 定は妥当 12.26 棄却

する異議申立てに関する件

不存在によ

る非公開決

定は妥当で

あるが、本

件対象文書

２について

非公開とし

医務薬事課の特別養護老人 た決定は取

ホームへの調査に対する協 り消し、別

１１０ 25.2.25 力要請等に関する書類の不 医務薬事課 25. 26. 紙１に示し 26. 棄却、

存在による非公開決定等に 4.18 3.14 た部分を公 4.18 認容

対する異議申立てに関する 開するとと

件 もに、別紙

２に示した

行政文書も

特定したう

えで公開を

するかどう

かの決定を

すべき

寄付者及び

助成者の名

ＮＰＯ法人に関連する文書 称、役員の

１１１ 25.6.13 の部分公開決定に対する異 教育庁総務 25. 26. 住所及び打 26. 一部認

議申立に関する件 課 7.10 3.14 ち合わせ 3.26 容

（メモ）の

一部は公開

すべき

（備考）平成25年度に秋田県情報公開審査会から答申がなされたものになります。
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５ 情報公開審査会の運営状況

秋田県情報公開審査会は、情報公開条例第１８条の規定に基づいて設置された

知事の附属機関です。平成２５年度は２０回開催し、１５件の諮問事案を審査し、

そのうち９件について答申しています。

審査会 年 月 日 事 項

・諮問第１０３号（答申案について）、諮問第１０５号（概要

第２０４回 H25. 4. 4 説明について）、諮問第１０６号（概要説明について）、諮問

第１０７号（概要説明について）、

第２０５回 H25. 4.24 ・諮問第１０４号（意見陳述について）、諮問第１０６号（意

見陳述について）

第２０６回 H25. 5.20 ・諮問第１０５号（意見陳述について）、諮問第１０７号（意

見陳述について）、諮問第１０４号（答申方針について）

第２０７回 H25. 5.27 ・諮問第１０５号（意見陳述について）、諮問第１０７号（意

見陳述について）

第２０８回 H25. 6.12 ・諮問第１０４号（答申案について）

第２０９回 H25. 7.24 ・諮問第１０５号（答申案について）、諮問第１０７号（答申

案について）

第２１０回 H25. 8. 8 ・諮問第１０４号（答申案について）、諮問第１０６号（答申

方針について）、諮問第１０８号（概要説明について）

第２１１回 H25. 9.10 ・諮問第１０５号（答申案について）、諮問第１０７号（答申

案について）

・諮問第１０９号（概要説明について）、諮問第１０８号（意

第２１２回 H25. 9.12 見陳述について）、諮問第１０９号（意見陳述について）、諮

問第１０６号（答申案について）

第２１３回 H25.10. 4 ・諮問第１０７号（答申案について）、諮問第１０６号（答申

案について）

第２１４回 H25.10.15 ・諮問第１０６号（答申案について）

・会長の選出について、会長職務代理者及び会議録署名委員の

第２１５回 H25.11. 8 指名について、諮問第１１０号（概要説明について）、諮問第

１０７号（答申案について）、諮問第１０９号（答申案につい

て）

・諮問第１０８号（意見陳述について）、諮問第１０９号（意

第２１６回 H25.11.22 見陳述について）、諮問第１１０号（意見陳述について）、諮

問第１０８号（答申案について）、第２１６回秋田県情報公開

審査会の会議録署名委員の指名について
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第２１７回 H25.12. 6 ・諮問第１０８号（答申案について）、諮問第１０９号（答申

案について）

・諮問第１１０号（意見陳述について）、諮問第１１１号（概

第２１８回 H25.12.19 要説明について）、第２１８回秋田県情報公開審査会の会議録

署名委員の指名について

第２１９回 H26. 1. 7 ・諮問第１１０号（書面審理について）、諮問第１１１号（意

見陳述について）

第２２０回 H26. 1.27 ・諮問第１１０号（答申方針について）、諮問第１１１号（答

申方針について）

第２２１回 H26. 2.17 ・諮問第１１０号（答申案について）、諮問第１１１号（答申

案について）

・諮問第１１０号（答申案について）、諮問第１１１号（答申

第２２２回 H26. 3. 7 案について）、第２２２回秋田県情報公開審査会の会議録署名

委員の指名について

・諮問第１１３号（概要説明について）、諮問第１１４号（概

第２２３回 H26. 3.17 要説明について）、諮問第１１５号（概要説明について）、諮

問第１１６号（概要説明について）、諮問第１１７号（概要説

明について）、諮問第１１８号（概要説明について）

（参考）【秋田県情報公開審査会委員名簿（平成２５年１０月１９日改選後）】

会 長 柴 田 一 宏 弁護士

会長代理 三 浦 清 弁護士

阿 部 千鶴子 司法書士

池 村 好 道 秋田大学教育文化学部教授

田 仲 和 子 消費生活実践グループin秋田「こまち

の会」副代表

※任期（自：平成２５年１０月１９日～至：平成２７年１０月１８日）
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６ 情報提供等の状況

行政文書公開制度の発足と同時に、県政情報資料室に「情報公開総合窓口」を

設置しました。総合窓口の主な業務は、行政文書公開制度に関する相談、公開請

求の受付ですが、情報公開の一方の輪ともいわれる情報提供も重要な業務となっ

ています。

ここでの情報提供は公開請求で閲覧できる行政文書ではなく、行政情報を加工、

編集した行政資料などによる情報提供をいいます。

資料提供などによる情報提供は、求める情報がわかりやすい内容に整理されて

おり、また、時間がかからないで、容易に手に入るなどの利点があります。平成

９年４月には、県のホームページ「美の国秋田ネット」を作成し、インターネッ

トによる情報提供を開始したほか、平成１１年１１月には、提供する情報の範囲

や方法について統一的な基準を定め、積極的な情報提供が行われるよう「情報提

供の総合的推進に関するガイドライン」を制定しています。今後も情報提供施策

の充実に努め、情報の公開の総合的な推進を図ることとしています。

総合窓口には、情報提供の推進を図る意味から、行政資料約２０，０００冊

（県の長期計画、各課所の業務概要、事務手引類、国勢調査などの統計資料、白

書類、年報、例規集等）を配架し、自由に閲覧できるようにしています。

なお、このほか総合窓口には、実施機関が保有している行政文書の検索に必要

な資料として、行政文書の簿冊目録も作成し、配架しているほか、行政文書検索

用パソコンを備え置いています。

これらの情報提供、行政資料閲覧者等の状況は次のようになっています。

～Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５
件 件 件 件 件 件 件

10,899 857 738 654 619 120 13,887
人 人 人 人 人 人 人

72,818 1,724 1,054 929 928 674 78,127
人 人 人 人 人 人 人

7,238 81 65 68 90 82 7,624
冊 冊 冊 冊 冊 冊 冊

16,576 178 126 115 176 149 17,320

資料等閲覧者数

資料等貸出者数

資料等貸出冊数

区　　　分 合　　　計

情 報 提 供

昭和６２年１０月～平成２６年３月
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７ これまでの取り組み状況

年 月 事 項

S55.10 ・「情報公開制度の研究に関するプロジェクトチーム」を設置

S56. 4 ・同上プロジェクトチーム報告書を提出

10 ・「情報公開制度検討班」を設置

班長：総務部次長

班員：各部主管課、行政委、関係課の総務担当参事、補佐

S57. 5 ・情報公開に向けて、文書管理改善の基礎資料とするため、「全庁文書実態調査」

～S58. 6 を実施

S58. 5 ・情報公開制度検討班に、「法制」、「公開基準」、「文書管理システム」の３部

会を置き、調査検討に入る

8 ・情報公開の一環として「行政情報センター」を総合庁舎内に設置

10 ・県政モニターを対象に情報公開制度に関する意識調査を実施

S59. 5 ・情報公開制度検討班「情報公開制度に関する調査検討報告書」を知事に提出

6 ・「情報公開準備委員会」を設置

委員長：総務部長 副委員長：総務部次長

班 員：各部主管課長、行政委員会、関係課長

7 ・職員啓発用パンフレット（検討班報告書の概要）の配布（見開き８ページ）

7 ・地方機関の文書保管状況調査

8 ・職員を対象に情報公開制度に関する意識調査を実施

9 ・全庁を対象とする非公開文書調査

9 ・文書管理改善運動はじまる 第１ステップとして文書の選別・廃棄運動の実施

S60. 3 ・記録書庫整理完了（収蔵能力の倍増）

S60. 4 ・文書管理改善運動の第２ステップとして文書の分類・整理運動の実施

6 ・文書管理改善運動の第３ステップとして文書の検索・活用運動の実施

12 ・情報公開準備委員会「公文書公開制度大綱試案」作成

12 ・情報公開懇談会設置

S61. 6 ・情報公開懇談会小委員会設置

10 ・情報公開懇談会 提言書提出

12 ・情報公開準備委員会 幹事会「公文書公開条例大綱」作成

S62. 2 ・「秋田県公文書公開条例案」県議会２月定例会提出

2 ・県文書管理規定を制定（６２年４月施行）

3 ・「秋田県公文書公開条例」公布（秋田県条例第３号）（昭和６２年１０月１日施

行）

S62. 4 ・制度の実施に向け、文書広報課県政情報室を設置

5 ・自治研修所での職員研修実施（５月～１２月まで延２６回）



- 11 -

6 ・行政資料の収集、管理、利用等に関する要綱を制定

7 ・職員向け「情報公開だより」第１号を発行

9 ・知事が管理する公文書の公開等に関する規則を制定（１０月１日施行）

9 ・県公文書公開審査会規則を制定（１０月１日施行）

9 ・県公文書公開事務取扱要綱の制定（１０月１日施行）

9 ・情報公開事務の手引きの作成

9 ・県情報公開推進委員会設置要綱作成（準備委と同一のメンバー）

9 ・県民向けパンフレットを作成、配布

10 ・県公文書公開条例施行（１０月１日施行）

S63. 2 ・職員向け「情報公開だより」第２号を発行

S63. 6 ・職員向け「情報公開だより」第３号を発行

10 ・職員向け「情報公開だより」第４号を発行

H元. 1 ・「情報提供の手引き」の作成

3 ・県民向けポスターを作成・配布

3 ・行政資料目録の作成

H元. 6 ・職員向け「情報公開だより」第５号を発行

7 ・県民向けリーフレットを作成・配布

8 ・県政モニターを対象に情報公開制度に関する意識調査を実施

H 2. 3 ・行政資料目録追録の作成

3 ・情報公開実施状況報告書の作成

H 2. 9 ・職員向け「情報公開だより」第６号を発行

H 3. 3 ・県民向けリーフレットを作成・配布

H 3. 4 ・情報公開実施状況報告書の作成

8 ・行政資料目録追録の作成

9 ・職員向け「情報公開だより」第７号を発行

H 4. 5 ・情報公開実施状況報告書の作成

6 ・行政資料目録追録の作成

7 ・県民向けポスターの作成・配布

11 ・職員向け「情報公開だより」第８号を発行

H 5. 4 ・情報公開実施状況報告書の作成

10 ・職員向け「情報公開だより」第９号を発行

H 6. 5 ・情報公開実施状況報告書の作成

6 ・県民向けリーフレットを作成・配布

7 ・行政資料目録の作成

11 ・職員向け「情報公開だより」第１０号を発行

H 7. 6 ・行政資料目録追録Ⅰの作成

6 ・情報公開実施状況報告書の作成

H 8. 7 ・行政資料目録追録Ⅱの作成

H 9. 3 ・情報公開実施状況報告書の作成

H10. 3 ・制度周知用パンフレットの作成・配布



- 12 -

3 ・情報公開実施状況報告書の作成

H10. 6 ・秋田県議会（総務企画委員会）に対し「公開条例改正案の骨子」説明

9 ・秋田県公文書公開条例の一部を改正する条例（案）を県議会９月定例会に提出

9 ・秋田県公文書公開条例の一部を改正する条例（案）が県議会９月定例会で可決

10 ・秋田県公文書公開条例の一部を改正する条例の公布（平成１１年４月１日施行）

10 ・秋田県行政資料目録作成（１０年９月版）

H11. 2 ・改正条例に関する職員説明会（県内３ブロック）

3 ・情報公開実施状況報告書の作成

3 ・「情報公開事務の手引き」（条例改正に伴うもの）の作成

3 ・情報公開制度のパンフレット（条例改正に伴うもの）の作成

3 ・公文書公開請求書（条例改正に伴うもの）の作成

H12. 2 ・情報公開実施状況報告書の作成

3 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例の公布「実施機関に議会」（平成１２

年４月１日施行）

H12.12 ・情報公開実施状況報告書の作成

H13. 2 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）を県議会２月定例会に提出

3 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）が県議会２月定例会で可決

3 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例の公布（平成１３年４月１日施行）

H13. 9 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）を県議会９月定例会に提出

10 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）が県議会９月定例会で可決

10 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例の公布（平成１４年４月１日施行）

10 ・情報公開実施状況報告書の作成

H14. 2 ・「情報公開事務の手引き」（条例改正に伴うもの）の作成

3 ・改正条例に関する職員説明会（県内３ブロック）

3 ・情報公開制度パンフレット（条例改正に伴うもの）の作成

H14.10 ・情報公開実施状況報告書の作成

H15. 2 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）を県議会２月定例会に提出

3 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）が県議会２月定例会で可決

3 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例の公布（平成１５年４月１日施行）

H15. 8 ・情報公開実施状況報告書の作成

H15.12 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）を県議会１２月定例会に提出

12 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）が県議会１２月定例会で可決

12 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例の公布（平成１６年４月１日施行）

H16.10 ・情報公開実施状況報告書の作成

H16.12 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）を県議会１２月定例会に提出

12 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）が県議会１２月定例会で可決

12 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例の公布（平成１７年４月１日施行）

H17.11 ・情報公開実施状況報告書の作成

H18. 2 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）を県議会２月定例会に提出

3 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）が県議会２月定例会で可決
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3 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例の公布（平成１８年４月１日施行）

（刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律（平成１７年法律第５０号）の施行

の日から施行）

H18. 8 ・情報公開実施状況報告書

H19. 6 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）を県議会６月定例会に提出

6 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）が県議会６月定例会で可決

7 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例の公布（平成１９年１０月１日施行）

（郵政民営化法等の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律（平成１７年１０

月２１日法律第１０２号）の施行の日から施行）

H20. 2 ・情報公開実施状況報告書の作成

H20.10 ・情報公開実施状況報告書の作成

H21.11 ・情報公開実施状況報告書の作成

H22.10 ・情報公開実施状況報告書の作成

H23.10 ・情報公開実施状況報告書の作成

H24.10 ・情報公開実施状況報告書の作成

H25. 2 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）を県議会２月定例会に提出

H25. 3 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例（案）を県議会２月定例会で可決

H25. 3 ・秋田県情報公開条例の一部を改正する条例の公布（平成２５年４月１日施行）

（国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関

する法律等の一部を改正する等の法律（平成２４年法律第４２号）の施行の日から

施行）

H25.10 ・情報公開実施状況報告書の作成

H27. 2 ・情報公開実施状況報告書の作成


